
北海道医師会顧問税理士 留目 正

日医年金の受取人と
その課税関係

問い：間もなく日医の医師年金を受け取るこ
とになるのですが、受給開始後１５年以内に私
が死亡した場合、遺族年金の受取人を特定の
子供にすることができるでしょうか。できる
場合は、その手続きを、また、遺族年金受給
にかかる課税関係についてご教示下さい。

お答え：日本医師会の年金制度は、日本医師会が
会員である医師の方々の将来の生活基盤の確立
と、安んじて診療活動に専念できる等々を目的と
して設けられたものです。
会員からの加入申込を受け、その掛金を基金と

して運用し、会員が６５歳になった場合には養老年
金を、子女の教育資金としては育英年金を、傷病
の場合には傷病年金を支給し、また、死亡による
場合は、遺族年金または遺族一時金を支給するこ
とになっています。
お尋ねの場合は、養老年金の受給にかかること

と思われます。受給開始後、年金受給者が死亡し
た場合は、遺族年金または遺族一時金のいずれか
が遺族の方に支給されることになります。遺族に
対する給付金の“受取人”と“課税関係”につい
て順を追ってご説明いたします。
遺族の範囲

日医の年金規程では、遺族の範囲を、加入者の
配偶者（夫または妻で法律上の婚姻に限る）、
子、養父、養母、実父、実母、孫、祖父、祖母、
兄弟姉妹、甥及び姪と定められております。そし
て、その受給順位は、この記載の順序によること
になっています。また、同順位者が２人以上いる
ときは、年長者が先順位者となります。
遺族の指定�
年金受給者は、遺族年金または遺族一時金の受

け取るべき人をあらかじめ指定することができま
す。指定できる時期は、加入時から、本人が年金
の受給を受けている間は、いつでもできます。手
続きについては、それぞれの時点で提出する書類
が異なっております。
遺族の指定�
遺言により遺族を指定することができます。こ

の場合は、民法に定められた要件、形式により作
成されたものでなければなりません。
以上、�及び�以外の場合は、“遺族の範囲”で述

べた受給順位により、遺族年金または遺族一時金
の受取人が決められていることになります。先生
の場合年金受給開始手続の際に指定するか、それ
以後の時は、“医師年金受給者届出事項変更届（印
鑑証明書添付）”を提出することによって子供さん
を受取人に指定できます。
課税関係

医師年金は、原則として満６５歳から受けること
ができることになっており、ご本人が生存されて
いる限り、一生涯受け取ることができます。しか
も、１５年間は、受給者が死亡しても、残りの期間
について、同額の年金または一時金が遺族の方に
支給されます。
遺族年金

遺族年金を受ける権利は、相続税法上の財産と
されます。残存期間の総額が課税対象となるので
はなく、残存年数により下の金額となります。
残存期間が５年以下のもの その７０％
残存期間が５年をこえ１０年以下のもの その６０％
残存期間が１０年をこえ１５年以下のもの その５０％
その後、毎年受ける年金は、雑所得となりま

す。年金にかかる雑所得の金額は、所得税法施行
令第１８３条により、次の算式で計算した金額です。

その年中の年
金受給額� － � ×

払込保険
料 総 額－

年金受給開始前に
受けた剰余金の額

年金受給総額又はその見込額

毎年１月上旬、受給者に「医師年金年間給付額
のお知らせ」を送付し、年間（前年）の給付額と
課税対象額をご案内することになっています。
遺族一時金

遺族が受け取る遺族一時金は、その全額が、相
続税の課税対象額となります。
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